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地震時における情報提供のあり方

○東日本大震災時において、東京国道事務所では、１７：２０現在で管内全線渋滞中である
ことを確認。整備局からの指示により、１７：４０に管内の道路情報板全機に下記を標示。

「地震発生 車での外出はお控えください」

（参考）東京国道事務所の道路情報板設置箇所
国道１号（４箇所）、国道４号（５箇所）、国道６号（４箇所）、国道１４号（３箇所）、
国道１５号（３箇所）、国道１７号（４箇所）、国道２０号（３箇所）、国道２４６号（３箇所）、
国道２５４号（２箇所）、国道３５７号（４箇所）
合計 ３５箇所
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東日本大震災時は、渋滞回避のための道路情報提供方法等に課題を残した。
首都直下地震発災時は、様々な情報提供アイテムを活用するとともに、スムーズな啓開に
資する情報を提供していくことが必要
※運用に当たっては、あらかじめ公安委員会と協議

首都直下地震時の情報提供イメージ

【情報提供方法】
ツイッター等を活用し多様かつ迅速な情報を提供

下り方面通行可
郊外へ迂回を！！

【情報提供内容 （案）】

スムーズな啓開に必要な情報を提供

表示案）有人車両を郊外へ誘導する案内
実施例）ツイッターによる情報提供

地震時における情報提供のあり方

国道○○号△△方面
下り通行可

郊外へ退避を！！

上り方面通行禁止
下り線で郊外へ退避を！
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